
確認欄

□（イ）

□（ニ）

必須（ホ）

必須（ヘ）

必須（ト）

□（チ）
融資取引または保証債務（保証

人）がある場合
・お取引店へ直接お問い合わせください。

お取引いただいていた預金の

通帳・証書・ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ等

・被相続人（お亡くなりになられた方）が、取引いただいていた当金庫の預

金通帳・カードや証書・出資証券等が必要となります。

貸金庫契約がある場合　　　　　　

（鍵・カード）

・遺言書や遺産分割協議書に貸金庫についての記載がない場合は、相続人全

員のご同意が必要となります。（（イ）と同じ書類が必要となります。）

『相続関係届出書』　　　　　　

巣鴨信用金庫所定の書類
・相続人の自署・実印による捺印と、必要事項への記入が必要となります。

相続手続をなさる方の本人確認書

類

・相続手続にご来店いただく方の、ご本人確認書類が必要となります。

（運転免許証・健康保険証・パスポート・マイナンバーカード等）

□（ハ）

①遺産分割協議書を作成した場合

・法定相続人（相続人全員）を確認できる戸籍謄本。（イ）の必要書類をご

参照ください。

・遺産分割協議書の原本。（相続人全員が参加）

・相続人全員の印鑑登録証明書。（６ヶ月以内のもの）

②家庭裁判所の調停があった場合
・遺産分割調停調書の正本または謄本。

・相続預金を承継される方の印鑑登録証明書。（６ヶ月以内のもの）

③家庭裁判所の審判があった場合
・審判書の正本または謄本、および審判確定証明書。

・相続預金を承継される方の印鑑登録証明書。（６ヶ月以内のもの）

　　       　　・下記（ロ）をご覧ください。 　・下記（ハ）をご覧ください。

□（ロ）

①遺言公正証書がある場合

・遺言書の正本または謄本。

・被相続人（お亡くなりになられた方）の、亡くなられたことが記載されて

いる戸籍謄本。

・相続預金を承継される方、または遺言執行者（指名されている場合）の印

鑑登録証明書。（６ヶ月以内のもの）

②自筆証書遺言書がある場合

・（ロ）①に加えて、下記も必要となります。

・遺言書の原本および家庭裁判所の検認証明書。

・検認期日調書謄本(家庭裁判所発行）が必要な場合もございます。

　《お手続日は、検認日より相応の期間をいただきます。》

③その他の遺言書がある場合
・秘密証書遺言や危急時遺言書等、それぞれの遺言書により、必要となる書

類が相違しますので、お問い合わせください。

『相続に関してご用意いただく書類など』

必要書類　・該当する□に確認のレ点をつけてご利用ください。

相続人全員による手続きの場合

（相続人を確認するための戸籍）

🅰・法務局が交付する法定相続情報一覧図の写し。（申出日から６ヶ月以内

のもの）

※６ヶ月を経過した場合は、すべての相続人の現在戸籍が必要となります。

🅱・被相続人（お亡くなりになられた方）の、お生まれから亡くなられた時

まで続いている戸籍謄本。

・相続人全員の現在戸籍。（６ヶ月以内のもの）

※相続人の方が先に亡くなられている場合は、その亡相続人のお生まれから

亡くなられた時まで続いている戸籍謄本も必要となります。

※相続人が兄弟姉妹の場合は、被相続人のご両親のお生まれから亡くなられ

た時まで続いている戸籍謄本も必要となります。

🅰または🅱と、相続人全員の印鑑登録証明書。（６ヶ月以内のもの）

  □ 遺言書がある場合。   □ 遺産分割協議書がある場合。

巣鴨信用金庫


